
東日本大震災被災者の受入支援について 

 

別府市では、東日本大震災による被災者の皆様の受入支援を行うため、関係機関と連携して、被災者の受

入について総合的な支援を行っています。 

 

１．大分県の被災者受入支援総合窓口 

窓   口 連 絡 先 所 在 地 e-mail 

 

被災者受入対策室 
TEL：097-506-2591 

FAX：097-506-1868 

〒870-8501 

大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号 

県庁本館 4 階 

 

oita-ukeire@pref.oita.l

g.jp 

（受付時間 ８：３０～１７：１５（土日・休日含む）） 

 

２．別府市の被災者受入相談窓口 

担当所属名 所在地 電話番号 

自治振興課危機管理室 別府市上野口町 1-15 0977-21-1125 

 

 

主  な  支  援 
 

 それぞれの項目の内容については、以下に記載しております各相談窓口にお問い合わせいただくか、総合

窓口（被災者受入対策室）までご連絡ください。 

  

１．生活について 

（１） 生活資金について 

区  分 内   容 相談窓口（電話番号） 

生活福祉資金 

（緊急小口資金） 

〔貸付額〕 原則 10 万円（次の場合は 20 万円） 

・世帯主が死亡した場合 

・世帯員が 4 人以上の場合 等 

〔貸付条件等〕 

・無利息 

・1 年据え置き、その後 2 年以内の償還 

受付は、各市町村の社会福祉協議会で行います。 

詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。 

・別府市社会福祉協議会 

（0977-26-6070）  

別府市上田の湯町 15-40 

市社会福祉会館内 

 

 

 

 

 

 

 



（２）税金について 

区  分 内   容 相談窓口（電話番号） 

国  税 ・青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県

の納税者の方については、国税に関する申告・

納付等の期限の延長を行います。 

この他の地域の方も期限延長が認められる場

合がありますので、ご相談ください。 

・その他国税に関するご相談をお受けします。 

・別府税務署 

（0977-23-2111） 

 別府市光町 22 番 25 号 

県  税 ・国税に関する内容と同様に、対象地域の納税

者の申告・納付等の期限の延長を行います。 

・詳細については、右記の窓口にお問い合わせ

ください。 

・別府県税事務所（0977-67-8211）

別府市大字鶴見字下田井 14-1 

（横断道路沿い） 

・県税務課 企画管理班 

（097-506-2382） 

市町村税 ※内容については、市に直接お問い合わせくだ

さい。 

・別府市課税課市民税係 

 （0977-21-1119） 

・県市町村振興課 税政班 

（097-506-2420） 

 

（３）職業紹介等について 

内  容 相談窓口（電話番号） 

県内で就職を希望される方

に対し、職業紹介等を行いま

す。 

・県雇用・人材育成課 就業支援班（097-506-3341） 

・なお、詳しい情報はハローワーク別府にお問い合わせください 

（0977-23-8609 別府市青山町 11-22） 

雇用保険失業給付に関する

ご相談に応じます。 

・ハローワーク別府 （0977-23-8609 別府市青山町 11-22） 

県内で農林水産業の就業を希望される方に対し、相談対応や就業のための各種支援を行います。 

農 業 ・県農山漁村・担い手支援課 担い手・就農支援班（097-506-3584） 

・（社）大分県農業農村振興公社 

（097-535-0400 大分市舞鶴町 1-4-15 農業会館内） 

林 業 ・県林務管理課 林業経営支援班（097-506-3823） 

・（公財）森林（もり）ネットおおいた 

（097-546-3009 大分市古国府字内山 1137-15 林業会館内） 

水産業 ・県水産振興課 資源管理班（097-506-3955） 

・大分県漁業就業者確保育成センター 

（097-532-6611 大分市府内町 3-5-7 大分県漁協内） 

 県内に定住をご希望される方に対してご相談等に応じます。 

県営住宅入居のご相談について ・県公営住宅室 （097-506-4684） 

市営住宅入居のご相談について ・別府市建築住宅課 (0977-21-1478) 

定住のための空き家のご紹介や各種相談 ・県観光・地域振興局 計画調整班（097-506-2116） 

 



（４）生活用品について 

 県の廃止施設の備品や県民の方からの寄付のお申し出を受けた生活用品も限られた品目ですがござ

いますので、避難されて来て生活用品にお困りの方は、県又は各市町村の相談窓口にご相談ください。 

           県～被災者支援室 (097-506-3081) 

         別府市～児童家庭課  (0977-21-1427） 

 

３．医療・福祉サービス等について 

（１） 医療施設等の利用について 

内  容 相談窓口（電話番号） 

人工透析や服薬が必要な患者に対しての

ご相談や医療施設等についてなど総合的な

ご相談 

・別府市健康づくり推進課  (0977-21-1117) 

・東部保健所（0977－67－2511 別府市大字鶴見字下田井 14-1）

・県健康対策課 疾病対策班（097-506-2671） 

妊婦や母子保健サービスが必要な方に対

してのご相談 

・別府市健康づくり推進課  (0977-21-1117) 

・東部保健所（0977－67－2511 別府市大字鶴見字下田井 14-1）

・県健康対策課 母子保健班（097-506-2663） 

 

（２） 福祉サービス等の利用について 

内  容 相談窓口（電話番号） 

高齢者の要支援・要介護についてのご相談 ・別府市高齢者福祉課  (0977-21-1442) 

・県高齢者福祉課 介護保険推進班（097-506-2692） 

支援が必要な障がい者（児）についてのご相

談 

・別府市障害福祉課  (0977-21-1413) 

・県障害福祉課 自立支援班（097-506-2729） 

地域生活支援班（097-506-2725） 

保育や母子生活についてのご相談 ・別府市児童家庭課  （0977-21-1427） 

・県こども子育て支援課 こども育成班（097-506-2707） 

家庭福祉班（097-506-2703） 

子育てについてのご相談 ・いつでも子育てほっとライン（0120-462-110） 

生活保護のご相談 ・別府市福祉事務所（0977-21-1111 別府市上野口町 1 番 15 号）

・県地域福祉推進室 保護班（097-506-2619） 

 

（３） 健康・保健相談等について 

内  容 相談窓口（電話番号） 

メンタルケアを含む様々なご相談 ・大分県こころとからだの相談支援センター 相談電話 

（097-541-6290 大分市玉沢字平石 908） 

・別府市健康づくり推進課  (0977-21-1117) 

・東部保健所（0977－67－2511 別府市大字鶴見字下田井 14-1）

・県障害福祉課 精神保健福祉班（097-506-2733） 

 

 

 

 



４．教育について 

被災地から避難されてきた方の就学支援については、大分県教育委員会のホームページでも紹介していま

す。  

（１）学校への転入学等について 

区  分 内   容 相談窓口（電話番号） 

県立学校 

県立高校 

特別支援学校 

・県立学校への受入に際し、転入学手続き

の弾力化・簡素化を図ります。 

 

県教育委員会 

・高校教育課（097-506-5611） 

・特別支援教育課（097-506-5537） 

市町村立 

幼稚園 

小中学校 

・市町村立幼稚園や市町村立小中学校の転

入に際してのご相談に応じます。 

・転入の手続き等については、市へお問い

合わせください。 

・別府市教育委員会学校教育課 

 （0977-21-1574） 

・県教育委員会義務教育課 

（097-506-5533） 

 

私立学校 ・私立学校（幼稚園、小中学校、高校）へ

の転入等の相談に応じます。 

・私立学校の連絡先は、右記窓口にお問い

合わせください。 

・県私学振興・青少年課 

 私学振興・大学班 

（097-506-3073） 

大 学 ・大学への編入に際してのご相談に応じま

す。 

・詳細は各大学にお問い合わせください 

・県私学振興・青少年課 

 私学振興・大学班 

（097-506-3073） 

・国立大学法人大分大学 

 大分市大字旦野原 700 番地 （097-569-3311） 

・公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 

  大分市上野丘東 1 番 11 号 （097-545-0542） 

・公立大学法人大分県立看護科学大学 

  大分市大字廻栖野 2944-9 （097-586-4300） 

（２）入学料・授業料等や奨学金等について 

区  分 内   容 相談窓口（電話番号） 

小中学校 ・就学支援などのご相談に応じます。 

 

・別府市教育委員会学校教育課 

 （0977-21-1574） 

・県教育委員会義務教育課 

（097-506-5533） 

県立学校 ・入学料、授業料等を減免します。 

・奨学金の申請の簡素化を行います。 

 

県教育委員会 

・高校教育課（097-506-5602） 

・特別教育支援課（097-506-5536） 

・〔奨学金〕教育財務課（097-506-5423）

私立学校 ・入学料、授業料等を減免します。 

・奨学金については、県教育委員会奨学

金担当課へお問い合わせください。 

・県私学振興・青少年課 

 私学振興・大学班 

（097-506-3073） 

 以上のほか、被災者支援については柔軟に対応してまいりますので、お困りのことがございましたら、遠

慮なくご相談ください。  


